
令和 8 年 2月 26 日 

 

（例）令和 6年 6月 1 日に許可を受けた場合（許可期限：令和 8年 5月 31 日の場合）で 

   令和 8年 6月 1日以降も引き続き許可を受ける場合 

   → 「令和 8年 6月 1 日から 2 年間」 と記載して下さい。 

   ※許可期限である令和 8年 5月 3１日までは従前に配分を受けた時間帯・車両数で 

     令和 8年 6月 1日からは新たに配分を受けた時間帯・車両数での運行になります 

（例）令和 6年 6月 1 日に許可を受けた場合（許可期限：令和 8年 5月 31 日の場合）で 

   許可期限を待たずに、従前に配分を受けた時間帯・車両数での運行を終了し、 

令和 6年 5月 1日から新たに配分を受けた時間帯・車両数で運行する場合 

   → 「令和 8年 5月 1 日から 2年間」 と記載して下さい。 

   ※令和 8年 4月 30 日までは従前に配分を受けた時間帯・車両数で 

     令和 8年 5月 1日からは新たに配分を受けた時間帯・車両数での運行になります 
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